
 

 

２級ＦＰ 

実技対策問題 

【どりめざＦＰ合格ネット】 
 

 

 

～資産設計提案業務～ 
      

（ライフプランニング） 

 

⚫ 問題文中に指示がない限り、特約、特例については、考慮する必要はありません。 
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問１ 

ファイナンシャル・プランナーには執筆や講演などの業務があり、著作権についての理解が必要である。

著作権法に基づく著作権の保護に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

 

１．公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「主」で自ら作成する

部分が「従」でなければならない。 

 

２．２０名のファイナンシャル・プランナーが集まる勉強会において、他人の著作物をコピーして教材に

使用することは私的使用目的に当たり、著作権者の許諾は必要ない。 

 

３．官公庁の通達を自分の著作物に引用する場合、官公庁の許諾が必要である。 

 

４．新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、当該新聞社の許諾が必要である。 

 

問２ 

次の＜資料＞を基に可処分所得の金額を求めなさい。 

＜資料＞ 

・給与収入：６４０万円 

・給与から天引きされた支出の年間合計金額 

厚生年金保険料 ：５７万円 

健康保険料   ：３０万円 

雇用保険料   ： ４万円 

所得税     ：１６万円 

住民税     ：２７万円 

財形貯蓄    ：３６万円 

社内預金    ：２４万円 

従業員持株会  ： ８万円 

社内あっせん販売：１２万円 
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問３ 

労働者災害補償保険（以下「労災保険」という）の保険給付について、ＦＰに質問をした。労災保険の療

養（補償）給付に関する次の（ア）～（ウ）の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を

つけなさい。なお、給付の要件はすべて満たしているものとする。 

 

（ア）療養補償給付は、「療養の給付」を原則としており、この「療養の給付」を受ける被災労働者は、そ

の費用の１割を負担する。 

 

（イ）療養補償給付として受ける「療養の給付」は、労災病院や労災指定医療機関および指定薬局等にお

いて行われる。 

 

（ウ）Ａさんが通勤途上の災害によるケガのために療養を必要とする場合についても、原則として、労災

保険から保険給付が行われる。 

 

問４ 

Ａは、定年で退職し、すぐに再就職しない場合の公的医療保険について、ＦＰのＢに質問をした。下表は、

Ｂが退職後の公的医療保険制度について説明した際に使用した表の一部である。下表の空欄（ア）～（ウ）

に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、現在、Ａは全国健

康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の被保険者であり、ＣおよびＤ、Ｅはその被扶養者である。また、

Ａは障害者ではない。 

 

 

＜語群＞ 

１． １４日 ２． ２０日 ３． ３０日 ４． ６５歳 ５． ７０歳 ６． ７５歳 

７． ２年間 ８． ３年間 ９． ４年間 
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問５ 

Ａは、在宅で公的介護保険のサービスを利用している。Ａが平成２９年８月の１ヵ月間において利用した

公的介護保険の在宅サービスの費用が２０万円である場合、下記＜資料＞に基づく介護（在宅）サービス

利用者負担額合計として、正しいものはどれか。なお、Ａは公的介護保険における要介護１の認定を受け

ており、サービスを受けた場合の自己負担割合は１割であるものとする。また、同月中に＜資料＞以外の

公的介護保険の利用はないものとし、記載のない条件については一切考慮しないこととする。 

＜資料＞ 

［Ａの介護（在宅）サービス利用時の自己負担額：平成２９年８月分］ 

 

 

１．１６,６９２円 

２．３３,０８０円 

３．４９,７７２円 

４．６６,４６４円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


